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（電気装置）

電気装置の取付位置、取付方法等に関し保安基準第 条の２第１項の告示で定第 条21 17
める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

一 車室内及びのガス容器が取り付けられているトランク等の仕切られた部分の内部

（以下「車室内等」という ）の電気配線は、被覆され、かつ、車体に定着されてい。

ること。

二 車室内等の電気端子、電気開閉器その他火花を生ずるおそれのある電気装置は、乗

車人員及び積載物品によって損傷、短絡等を生じないように、かつ、電気火花等によ

って乗車人員及び積載物品に危害を与えないように適当におおわれていること。この

場合において、計器板裏面又は座席下部の密閉された箇所等に設置されている電気端

子及び電気開閉器は、適当におおわれているものとする。

三 蓄電池は、自動車の振動、衝撃等により移動し、又は損傷することがないようにな

っていること。この場合において、車室内等の蓄電池は、木箱その他適当な絶縁物等

によりおおわれている（蓄電池端子の部分（蓄電池箱の上側）が適当な絶縁物で完全

におおわれていることをいい、蓄電池箱の横側あるいは下側は、絶縁物でおおわれて

いないものであってもよい ）ものとする。。

四 電気装置の発する電波が、無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるおそれ

のないものであること。この場合において、自動車雑音防止用の高圧抵抗電線、外付

抵抗器等を備え付けていない等電波障害防止のための措置をしていないものは、この

基準に適合しないものとする。

五 電気装置の配線は、クランプ等により固定され、かつ、破損するおそれのないよう

に適当に保護されているか又は支障のない位置に配線されていること。

六 電気装置の端子等は、積載物品により破損するおそれのないように適当に保護され

ていること又は支障のない位置に設けられていること。

２ 保安基準第 条の２第２項の告示で定める基準は、別添 「電気自動車及び電気17 110
式ハイブリッド自動車の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準」に定める基準

とする。

３ 保安基準第 条の２第３項の告示で定める基準は、別添 「電気自動車及び電気17 111
式ハイブリッド自動車の衝突後の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準」に定

める基準とする。

４ 燃料電池自動車（二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く ）の電気装置の高電圧に。

よる乗車人員への傷害等を生ずるおそれがないものとして、乗車人員の保護に係る性能

及び構造に関し、保安基準第 条の２第４項の告示で定める基準は、別添 「燃料17 101
電池自動車の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準」に定める基準とする。
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